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我が国では、脱炭素社会への転換が喫緊の課題である。「 2050 年にカーボンニ

ュートラルを実現する」ことが目標であるが、現在化石燃料による火力発電が

８割弱を占めており、未だに目標の達成には程遠い。この状況を打破するには、

地域で段階的に脱炭素化を実現する「脱炭素ドミノ」を順次達成することが重

要だ。よって、我々は地域内での再生可能エネルギーに着目し、脱炭素化と地

域経済の発展を実現し得る新たなシステムを提言する。本提言では、地域や個

人レベルからでも取り入れが可能な「太陽光発電設備」に着目し、再生可能エ

ネルギーの地産地消と地域内の経済循環モデルについて述べる。   

本提言は、①太陽光発電設備の設置費用の無償化による経済的制約の解消、②

卒 FIT 対象者へ新しい選択肢の提供、③電力の需給バランスを意識した VPP

を取り入れた新しい電力システムの展開という三要素を併せ持つ政策、「ソルド

ナー」を提言する。    

VPP とは仮想発電所と呼ばれ、生産設備や自家用発電設備等、地域に分散し

ているエネルギーリソースを、 ICT と IoT 技術の活用によって相互につなぎ、

一つの発電所のように機能する仕組みだ。本提言は、VPP を用いることで、分

散している自家発電電力を効率的に地域内で活用し、これまで地域外に流出し

ていた電気料金を地域内で循環させる効果が期待できる。 我々の提言では、ま

ず、太陽光パネルを用いて自家発電している卒 FIT 対象者から、余剰電力を寄

付してもらう。分散されたエネルギーを統合する地方独立行政法人のエネルギ

ー法人（仮）が、供給者から寄付された余剰電力を統合し、地域内の需要家に

配給する。需要家は利用料金を、エネルギー法人を経由して自治体に支払い、

自治体は支払われた余剰電力分の料金を積み立てる。積み立てた資金は太陽光

電力設備の購入に充てられ、家庭や企業に無償で設置される。ここで新しく設

置された太陽光電力設備から生まれる余剰電力と、既存の供給者からの電力は、

エネルギー法人に統合される。 新しく設置された太陽光電力設備によって生ま

れる利益分は、既存の供給者へのリターンに充てられる。この際、リターンは

現金と一部地域通貨によって支払われる。リターンを地域通貨にすることで、

地域経済は正の循環を繰り返す。このサイクルを長期的に繰り返すことで、電

力の供給者を増やし、地域で発電された再生可能エネルギー電力の消費量を増

やす。   

 以上、地域内での VPP による電力の需給調整により、地域の取り組みから大

きな効果につなげていく「脱炭素ドミノ」を達成するだけでなく、地域経済の

循環を促す。本提言により、日本だけでなく世界の大きな目標である「脱炭素

社会」を目指し、日本の現在、将来の暮らしや経済を守る効果に期待する。   

 



 

 

第１章 はじめに 

 わが国では、脱炭素社会への転換が喫緊の課題である。2021 年 10 月の閣議決定では、「2030

年に温室効果ガス排出量を 2013 年比で 46％削減」、「2050 年にカーボンニュートラルを実現す

る」ことを目標とした。しかし現在、日本では化石燃料による火力発電が 76.3%を占めている。

2013 年度と比べ、温室効果ガス排出量は 18.4％減少しているものの、未だ目標達成には程遠い。

このような状況の中、環境省は地域で段階的に脱炭素化を実現する「脱炭素ドミノ」を起こすこ

とを 2050 年の目標に向けた今後の取り組みとした。 

 環境省は「地域脱炭素ロードマップ」の中で、8 つの取組分野を設定している（資料１）。中で

も本提言では、設定された対象分野のうち、「地域のエネルギーや資源の地産地消」に焦点を当て、

課題解決を目的とする。地域のエネルギーや資源の地産地消に取り組むことは、自立したエネル

ギー源の確保によるエネルギー自給率の向上や、化石燃料輸入額の低減といった点で、日本全体

への貢献にもつながる。加えて、環境面だけでなく経済の域内循環、産業と雇用創出、レジリエ

ンス向上といった、地域経済へのメリットをもたらす。 

 本提言では、個人レベルでも取り入れることが比較的容易である、太陽光発電設備の「余剰売

電」に着目する。家庭が生み出す小さな余剰電力から、その効果を地域、日本全体に広げていく

「脱炭素ドミノ」を起こす。日本の再生可能エネルギー（以下、再エネ）の利用促進による環境

課題の解決と、地域経済の発展を促す「ソルドナー」を提言する。 

 

第 2 章 再エネの地産地消を進める必要性 

第１節 再エネの利用を増やす必要性 

 本節では、環境省が定めた再エネ導入拡大の意義７つのうち、以下４つを取り上げる。 

  

①温室効果ガスの削減等の環境改善  

 再エネは、利用時に CO2 を排出しないため、温室効果ガスの大幅削減につながる。設備の建

設・廃棄等を含めたライフサイクル全体でも、再エネは化石燃料による発電に比べ、CO2 の排出

を大幅に削減することが可能である。 

②エネルギー自給率の向上  

 2019 年度の日本の一次エネルギー自給率は 12.1%であり、OECD 諸国と比べて非常に低い。 

③化石燃料調達に伴う資金流出の抑制  

 2021 年度の化石燃料の輸入額は、約 18 兆円である。再エネの導入拡大が進むことで、従来海

外へ流出していた化石燃料の輸入額が国内に留まり、化石燃料の輸入額も削減できる。 

④地域の活性化 

 再エネの導入ポテンシャルは、都市部に比べ豊富な自然由来の地域資源を持つ郊外・地方部が

大きい。これらの資源を活かし、地域に根差した再エネビジネスの振興を図ることが期待される。 

 

第２節 地産地消を進める必要性 

 エネルギーの地産地消を推進することは、今まで地域外に流出していた電気料金を地域内に留

め、地域経済の域内循環を活性化させる効果がある。 地域が持続的に発展していくためには、



 

 

地域内で資金や資源を再投資し、産業連関を構築する仕組みが必要不可欠であり、結果的に、地

域が潤う循環型社会の構築へとつながる。また、地域住民は FIT（固定価格買取制度）による買

取期間が終了した発電設備（以下「卒 FIT」）の売電先として自身が住む自治体の電力を選ぶこと

で、その地域の活性化に参加・貢献できる。 

 

第３節 地域への再エネ導入に伴う地域経済への波及効果 

 自然エネルギー財団によると、2030 年までのエネルギー需給見通しが達成されると仮定した

場合、再エネを地域に導入することで発生する経済効果は、約 55.4 兆円となる。本提言で用いる

太陽光発電に関しては、全体の 47％を占める約 26 兆円の経済波及効果額をもたらす（資料２）。

また、環境省の試算によると、再エネを導入した際に発生する地域経済への波及効果は、観光政

策や空き家対策と比べ、地域が手堅く収益を得ることができる。以上より、地域へ再エネを導入

することで、大規模な経済波及効果が見込まれるとともに、効率よく収益を得ることが可能であ

る。 

 

第３章 太陽光発電設備導入の意義 

第１節 日本の再エネ導入の現状 

 2021 年度の日本の再エネ割合は 22％であり、前年より 1.3 ポイント増加している。中でも、

再エネの電源割合では、太陽光発電が最も多く 86％である。わが国では 2030 年までに、エネル

ギー全体に占める再エネの割合を 36〜38%にすることを目標としており、再エネ増加を促進する

政策が必要である。 

 

第２節 太陽光発電設備を使用する意義 

 本提言において太陽光発電設備を使用する意義は以下２点である。 

１．他の再エネと比べ導入が容易である 

 家庭で広く取り入れられていることからもわかるように、太陽光発電は再エネの電源の中でも、

自然資源や環境などによる制約が少ない発電方法である。よって、場所を選ばず、家庭など小規

模からでも導入が可能である。 

 また、現在太陽光発電設備の設置可能面積には比較的余裕がある。住宅における屋根置型の太

陽光発電設備に関して、太陽光発電設備が設置済みの住宅の戸数は、全国の戸建ての住宅総数の

1 割以下であり、設置可能な未利用の屋根面積は大きい。 

２．地域を巻き込んだ政策の実施が可能である 

 環境省による「脱炭素ロードマップ」においても自治体を巻き込んだ政策を行うことの重要性

が指摘されている。上記より、太陽光発電設備は地域や個人レベルでの導入が比較的容易である。

個人単位での導入が進むと、地域としての導入も加速する。また、第２章で述べたように、地域

に再エネを導入し、エネルギーの地産地消を促進することは、地域内に大規模な経済効果をもた

らす。   

 以上より、太陽光発電設備の利用を促進する政策を地域を巻き込んで実施することで、強靭で

活力のある地域社会を実現する「脱炭素ドミノ」とエネルギーの地産地消による経済への影響が



 

 

生まれる。 

第４章 太陽光発電の活用における問題点  

 第 3 章では太陽光発電設備導入の意義について述べたが、その活用においては以下 3 点の問題

が挙げられる。  

 

①初期費用の高さ 

 太陽光発電設備の導入には「経済的な制約」が課題であり、太陽光発電設備の設置費用が高い

ことが購入、設置を妨げている（資料３）。例として、発電容量５kW の住宅用太陽光発電設備の

設置には 1,295,000 円（資料４-⑤）かかる。場所や環境を選ばないという導入ハードルの低さに

反し、初期費用の高さにより、設置数が少ないといえる。  

  

②余剰電力の収益減少 

 FIT 制度改定により、「卒 FIT」の割合が増加している（資料５）。本制度により、従来は再エ

ネの余剰電力は固定価格で買い取られていた。しかし、設置から 10 年経過すると固定価格での

買い取りが終了し、太陽光発電設備所有者の余剰電力取引による収益は大幅に減少する。  

  

③エネルギー料金の地域外流出  

 再エネが地域外の電気事業者に売電されることで、地域内で循環する可能性があったエネルギ

ー料金は、外部に流出することになる。つまり、余剰電力の買取額分のコストが流出し、地域レ

ベルでも多くの損失を生み出していることが明白である。 

そこで、我々は太陽光発電設備保有者を増やすことで、卒 FIT 対象者への「第二の道」を提案

する。FIT 制度の廃止に伴い、太陽光電力の取引価格は年々下落している（資料６）。VPP を用

い、自家消費以外の選択肢として地域内での電力取引を導入することで、供給者側も FIT 制度以

上の金銭的リターンを獲得する機会を得ることができる。そのため、供給者側に自家発電設備の

新規設置を促す効果がある。 

外部に流出するエネルギー料金の一例として、年々買取価格が減少している FIT 制度の買取価

格が最も低い令和 3 年で資金算出を行った。令和 3 年では、買取電力量は 807,605(万 kWh)で、

FIT による買取価格が 19 円である。よって、令和 3 年の 1 年間の電力買取価格は約 1,500 億円

である。 

 

第５章 先行事例  

 本提言の先行事例としては PPA モデル（第三者所有モデル）が挙げられる。PPA モデルとは、

エネルギーサービス事業者などが、太陽光発電設備の導入希望の企業や住宅に無償で太陽光発電

設備を設置し、同時に保守・運用も行う。太陽光発電設備の所有権と余剰売電により生まれた料

金は、エネルギーサービス事業者に渡される。エネルギーサービス事業者は初期費用を回収後、

太陽光発電設備を企業・住宅に無償譲渡する。エネルギーサービス事業者は、安定的に太陽光発

電設備の初期費用の回収と余剰売電を行う。一方で、設備導入企業・住宅は太陽光発電設備を無

償で導入でき、自家発電による電気料金の節約ができる。   



 

 

第６章 提言概要  

 本提言では、上記の PPA モデルに加え、分散している太陽光発電電力の効率的な地域内利用を

促すために（１）VPP モデルを組み合わせる。これにより、地域内の各地に分散されていた太陽

光発電の余剰電力を統合し、電力の分配を最適化する。このような電力の地産地消に（２）地域

通貨を組み合わせることで、地域経済の活性化と脱炭素化への目標を達成する。 

 

（１）VPP について（資料７） 

 VPP(Virtual Power Plant, 以下 VPP)は、仮想発電所と呼ばれ、生産設備や自家用発電設備な

ど地域に分散しているエネルギーリソースを相互につなぎ、IoT 技術を活用して制御することで

一つの発電所のように機能する仕組みである。 

 

（２）地域通貨について 

 本提言では、太陽光発電設備の所持者である供給者から、余剰電力を寄付してもらう。そのリ

ターンとして、供給者に現金と地域通貨のハイブリッド型で返礼する。地域通貨をリターンとす

る理由は 2 つある。1 つ目は地域通貨を用いることで、地域内での消費を促し、地域経済を活発

化することができるためである。2 つ目は、消費活動を行わず貯蓄されてしまうことを防ぎ、確

実に地域内で使用してもらうためである。 

 

第７章 電力とエネルギーコストの循環サイクル（資料８） 

 この事業は、地方独立行政法人のエネルギー法人（仮）を創設し、自治体と連携して行う。こ

のほか、ソルドナーは電気の統合分配の機能を担う。 

 

ステップ１（資料９）  

 太陽光発電設備により自家発電している地域のエネルギー供給者（Ａとおく）の余剰電力は、

各地域に創設されているエネルギー法人に寄付・統合された後、各需要家へと配給される。その

際、需要家が支払った電力利用料金はエネルギー法人を経由し、一度地方自治体の収入とする。

自治体はその資金を積み立て、太陽光発電設備を購入する。自治体が購入した太陽光発電設備（Ｂ

とおく）は、募集した地域市民や地域企業に無償で設置する。無償で太陽光発電設備が設置され

た地域市民や地域企業は、この段階で需要家から供給者側へと移行する。  

 

ステップ２  

 無償で設置された発電設備Ｂからの余剰電力は、ステップ１同様、エネルギー法人を通して統

合され各需要家に分配される。この段階で、エネルギー法人に寄付される電力量は、ステップ１

と比べ増加する（Ａ＋Ｂ）。この際、PPA モデル同様、発電設備 B の所有者は自家消費分の電気

料金と余剰売電益を、太陽光発電設備導入費が回収できるまでエネルギー法人に支払い続ける。 

 エネルギー法人が受け取った収益はステップ１と同様に、一時自治体の収入となるが、自治体

はＢが生み出した電力によって得られた料金をリターンとする。このリターンをステップ１にお

いて、無償で電力寄付を続けていた供給者Ａに還元する。リターンを一部地域通貨にすることで、



 

 

地域内での経済循環を促進する目的がある。  

 

ステップ３  

 返礼金を供給者Ａに渡した後、再び自治体は供給者Ａの売電益から得た収入を再度積立て、太

陽光発電設備Ｃを購入し、太陽光発電設備未設置の希望者に無償で設置する。 そして、供給者Ｂ

は設備導入費用を自治体に還元し終えると、太陽光発電設備Ｂによって生まれた余剰電力をステ

ップ１の供給者Ａのようにエネルギー法人に寄付し、新たに設置された発電設備Ｃからのリター

ンを得ることができる。 

 

 これらのステップを繰り返すことにより、地域内では太陽光発電設備の設置数を、地域の余剰

電力によって発生した料金で増加させることができる（注１）。また、太陽光発電設備の設置数が

増加することで、地域外から電力を購入する需要家は徐々に減少し、地域内で生産された電力の

消費量は増加する。 結果、従来は地域外に流出していた電気料金が地域内で太陽光発電設備の設

置に充てられ、地域通貨と資金として循環し、最終的には電力の地産地消、及び電力の地域内自

給自足を実現できる。 

 

第８章 本提言の独自性 

本提言では、既存の PPA モデルと VPP モデルを組み合わせることで、太陽光発電設備の設置

拡大と余剰電力の効率的な分配により、地域内資源の地産地消を促進する。余剰電力利益を積み

立て新たな家庭・企業の設備投資に回すことにより、再エネを「消費する地域」から「生みだす

地域」に移行し、地域住民が脱炭素問題に当事者意識を持って取り組むことができる。  

本提言を行うことで、再エネの地産地消から「脱炭素ドミノ」の達成を可能にする。エネルギー

の地産地消を促進することで、地域外に電気料金が流出することを防ぐ。また、地域通貨をリタ

ーンとすることで、地域で新たな経済圏を創出し、地域内経済をより活発化させることができる。 

  

第９章 今後の展望 

 今後、技術革新により太陽光発電システムの発電効率が向上すれば、地域内の電力自給率はさ

らに上昇し、循環する貨幣量の増加による地域経済の更なる活性化が期待できる。我々が提言す

る「再生叶うエネルギーによる地域内循環 〜ソルドナーで脱炭素ドミノ〜」では、VPP をベー

スとし、地域エネルギーの供給者と需要家をつなぐことで、再エネの地域内循環を促す。また、

従来では地域外に流出していた電気料金と余剰電力は、太陽光発電設備の新規購入費用として循

環し、地域エネルギーの地産地消と自家発電供給者の増加を促進する。 

 本提言での取り組みが日本全体に広がれば、日本の発電量に占める再生可能エネルギーの割合

と国内で生産されるエネルギー量の増加につながる。本提言の規模を拡大することで、日本の脱

炭素化を加速させ、11.2％である日本のエネルギー自給率の問題解決にもつながる。環境面で世

界に後れを取っている我が国において、地域レベルの取り組みから「脱炭素ドミノ」を起こすこ

とが重要だ。この提言によって、日本だけでなく世界の目標である脱炭素社会を実現し、日本の

現在、将来の暮らしや経済を守る効果に期待する。 



 

 

【注釈】 

（注１）環境モデル地域に設定されている長野県飯田市の公表データを用いて、本提言導入時の

シミュレーションをおこなった（資料４）。 

その結果、飯田市内に 1 年で 54 基の太陽光発電設備を導入することが可能であった。 
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